
�愛媛県告示第１０８７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２５年１０月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ジョー・プラ 松山市朝生田町五丁
目１番２５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社ママイ
ほか１５者

株式会社ママイ
ほか１４者

平成２５年
１月３１日
外

平成２５年
９月１９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１０８８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２５年１０月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 幸門地区 平成２５年２月８日

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。
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�愛媛県告示第１０８９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町名荷谷４８７、５１１の１、５１４、５１７から５１９まで、５２３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

肱川町名荷谷４８７・５１７から５１９まで・５２３（以上５筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０９０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

伊予郡砥部町高市３８６８、３８７１から３８７３まで、３８７５、３８７６、３８７８

から３８８１まで、３９２１から３９２６まで、３９２９、３９７９から３９８３まで、３９８６

から３９８８まで、３９８９の１、３９８９の２、３９９０から３９９４まで、４００１か

ら４００３まで、４００５、４００６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

高市３９２１・３９２２・３９２９・３９８１・３９８６・３９８９の１・３９９１（以

上７筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び砥部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０９１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、東温市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２５年１０月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量、写真地図作成）

２ 作業期間 平成２５年１１月１日から

平成２６年３月３１日まで

３ 作業地域 東温市全域

�愛媛県告示第１０９２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年１０月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第８０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、次に掲げる政治団体から

訂正の報告があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成２５年１０月８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の収支報告書の要旨

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

γ線測定用コンパクトサーベイメー
タ ５１３台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年９月１９日
株式会社千代田テクノ
ル大阪営業所
大阪府吹田市江坂町２
丁目１番４３号

１８，２０６，３７０円 一般競争入札 平成２５年８月２日

選挙管理委員会告示

��������������

愛 媛 県 報平成２５年１０月８日 第２５１１号
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第１２条関係

平成１８年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ１９．２．２３

１ 収 入 総 額 １，６９９，１９２円

前年繰越額 １，５７９，１９２円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ３５０，５５０円

３ 翌 年 繰 越 額 １，３４８，６４２円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １０９，１４７円

光熱水費 ５７，１４７円

備品・消耗品費 ５２，０００円

政治活動費 ２４１，４０３円

組織活動費 ８１，７８０円

調査研究費 ３９，６２３円

その他の経費 １２０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ１９．２．２３

１ 収 入 総 額 １，６９９，１９２円

前年繰越額 １，５７９，１９２円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ４７０，５５０円

３ 翌 年 繰 越 額 １，２２８，６４２円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２２９，１４７円

光熱水費 ５７，１４７円

備品・消耗品費 ５２，０００円

事務所費 １２０，０００円

政治活動費 ２４１，４０３円

組織活動費 ８１，７８０円

調査研究費 ３９，６２３円

その他の経費 １２０，０００円

平成１９年分

その他の政治団体

（訂正後）

愛 媛 県 報平成２５年１０月８日 第２５１１号

７９２



政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２０．３．２７

１ 収 入 総 額 １，４６８，６４２円

前年繰越額 １，３４８，６４２円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ２４２，１５２円

３ 翌 年 繰 越 額 １，２２６，４９０円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ５２，１５２円

光熱水費 ５２，１５２円

政治活動費 １９０，０００円

組織活動費 ４８，５００円

調査研究費 ２１，５００円

その他の経費 １２０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２０．３．２７

１ 収 入 総 額 １，３４８，６４２円

前年繰越額 １，２２８，６４２円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ３６２，１５２円

３ 翌 年 繰 越 額 ９８６，４９０円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １７２，１５２円

光熱水費 ５２，１５２円

事務所費 １２０，０００円

政治活動費 １９０，０００円

組織活動費 ４８，５００円

調査研究費 ２１，５００円

その他の経費 １２０，０００円

平成２０年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２１．１．２９

１ 収 入 総 額 １，３４６，４９０円

前年繰越額 １，２２６，４９０円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ２０２，３５２円

愛 媛 県 報平成２５年１０月８日 第２５１１号
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３ 翌 年 繰 越 額 １，１４４，１３８円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ４８，１５２円

光熱水費 ４８，１５２円

政治活動費 １５４，２００円

調査研究費 ３４，２００円

その他の経費 １２０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２１．１．２９

１ 収 入 総 額 １，１０６，４９０円

前年繰越額 ９８６，４９０円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ３２２，３５２円

３ 翌 年 繰 越 額 ７８４，１３８円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １６８，１５２円

光熱水費 ４８，１５２円

事務所費 １２０，０００円

政治活動費 １５４，２００円

調査研究費 ３４，２００円

その他の経費 １２０，０００円

平成２１年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２２．３．２５

１ 収 入 総 額 １，２６４，１３８円

前年繰越額 １，１４４，１３８円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ４２７，７８３円

３ 翌 年 繰 越 額 ８３６，３５５円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

愛 媛 県 報平成２５年１０月８日 第２５１１号
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６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ６１，７０８円

光熱水費 ６１，７０８円

政治活動費 ３６６，０７５円

組織活動費 ２４５，３２５円

調査研究費 ７５０円

その他の経費 １２０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２２．３．２５

１ 収 入 総 額 ９０４，１３８円

前年繰越額 ７８４，１３８円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ５４７，７８３円

３ 翌 年 繰 越 額 ３５６，３５５円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １８１，７０８円

光熱水費 ６１，７０８円

事務所費 １２０，０００円

政治活動費 ３６６，０７５円

組織活動費 ２４５，３２５円

調査研究費 ７５０円

その他の経費 １２０，０００円

平成２２年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２３．３．１８

１ 収 入 総 額 ９５６，３５５円

前年繰越額 ８３６，３５５円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 １８３，４５６円

３ 翌 年 繰 越 額 ７７２，８９９円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄附の内訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ６３，４５６円

光熱水費 ６３，４５６円

政治活動費 １２０，０００円

その他の経費 １２０，０００円

（訂正前）
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政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２３．３．１８

１ 収 入 総 額 ４７６，３５５円

前年繰越額 ３５６，３５５円

本年収入額 １２０，０００円

２ 支 出 総 額 ３０３，４５６円

３ 翌 年 繰 越 額 １７２，８９９円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １８３，４５６円

光熱水費 ６３，４５６円

事務所費 １２０，０００円

政治活動費 １２０，０００円

その他の経費 １２０，０００円

平成２３年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２４．３．２７

１ 収 入 総 額 １，１９２，８９９円

前年繰越額 ７７２，８９９円

本年収入額 ４２０，０００円

２ 支 出 総 額 １７９，８７３円

３ 翌 年 繰 越 額 １，０１３，０２６円

４ 本年収入の内訳

寄附 １２０，０００円

個人分 １２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

武 智 邦 典 ３００，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ５９，８７３円

光熱水費 ５９，８７３円

政治活動費 １２０，０００円

その他の経費 １２０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 武智くにのり後援会

報告年月日 Ｈ２４．３．２７

１ 収 入 総 額 ５９２，８９９円

前年繰越額 １７２，８９９円

本年収入額 ４２０，０００円

２ 支 出 総 額 ２９９，８７３円

３ 翌 年 繰 越 額 ２９３，０２６円

４ 本年収入の内訳

寄附 ４２０，０００円

愛 媛 県 報平成２５年１０月８日 第２５１１号

７９６



個人分 ４２０，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

本 田 修 １２０，０００円 伊 予 市

武 智 邦 典 ３００，０００円 伊 予 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １７９，８７３円

光熱水費 ５９，８７３円

事務所費 １２０，０００円

政治活動費 １２０，０００円

その他の経費 １２０，０００円

平成２５年１０月８日 発行
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